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1１ 
ＣＯＮＴＥＮＴＳ  

間外労働の特別条項適用には、労使の手続きが必要です！  ＰＡＧＥ 

 法改正情報  来春より、労働条件の明示が電子メールでも可能となります 1 

 働き方改革   2019 年 4 月、3 か月単位のフレックスタイム制が導入に！ ２ 

 労務管理情報 外国籍従業員の社会保険の注意点は？ 加入を拒否されたら？ ４ 

 注目！！      年末調整の準備は進んでいますか？ ５ 

 相談室《人事労務管理》障害者雇用の対象者の確認は何で行えばよいのですか？ ６ 

  

 じっくり解説！ 職場のパワハラ防止③ どのような行動がパワハラですか？ ８ 

法改正情報 

来春より、労働条件の明示が電子メールでも可能となります 

 労働基準法第15条第 1 項では、「使用者は、労働契

約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間そ

の他の労働条件を明示しなければならない。」と規定

しており、労働契約の期間に関する事項等、13項目

について明示が求められています。 

 なかでも次の 5 項目(下記④のうち、昇給に関する

事項を除く)については、労働者への書面の交付によ

る明示が求められています。 

 

 

 

 

   

  

 

 

     

  この明示の方法について、2019年 4 月に施行され

る改正労働基準法施行規則第 5 条第 3 項により、書

面の交付による明示以外に、次の方法が利用できる

ようになります。 

１．ファクシミリの送信 

２．電子メール等の送信 

  労働者が電子メール等の記録を出力することにより

書面を作成することができるものに限る。 

※ ただし、希望した労働者に限った措置であり、労

働者が電子メールなどでの受け取りを拒む場合に

は、これまで通り書面で交付する必要があります。 
 

① 労働契約の期間に関する事項 

② 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項 

③ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働

の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組

以上に分けて就業させる場合における就業時点転換

に関する事項 

④ 賃金 （退職手当及び臨時に支払われる賃金等を

除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切

り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含む) 

 書面の交付により明示が求められている項目  

   入退社が多いような企業では、労働条件の書面による通知

を徹底することが難しい状況も見受けられます。しかし、労働

条件通知書が交付されていないことがトラブルを招くこともあ

ります。労働者が希望したとき、および、労働者が印刷ができ

るとき、という限定はあるものの、明示方法の選択肢として検

討してはいかがでしょうか。 
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働き方改革 

2019 年 4 月、3 か月単位のフレックスタイム制が導入に！ 

 働き方改革の内容から、2019年 4 月に施行される「フレックスタイム制の見直し(清算期間の上限の延長)」を取

り上げます。フレックスタイム制は、一定の期間(「清算期間」という)の総労働時間を定めておき、労働者がその

範囲内で、各日の始業時刻および終業時刻を決めて働く制度です。今回の改正は、子育てや介護、自己啓発など

様々な生活上のニーズと仕事との調和を図りつつ、メリハリのある働き方を一層可能にすることを目的としていま

す。 

☞  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 

１．現行の仕組み 

(１) 概要 

 現行のフレックスタイム制では、清算期間は「 1 か

月以内」とされています。清算期間中は、 1 日  8 時間

および 1 週40時間の法定労働時間は適用されません。

その代わりに、清算期間中の総労働時間が平均週40時

間以内となる労働時間で労働者は働くことになりま

す。 

 なお、清算期間における法定労働時間の総枠を超え

た場合は、割増賃金の支払いが必要となります。 

(２) 課題 

 清算期間が 1 か月以内であるため、「余裕のある月

初は労働時間を短く、忙しい月末は長くする」といっ

たように 1 か月の中での繁閑には有効ですが、 1 か月

を超える期間での繁閑には対応できません。 

 そこで、繁忙期と閑散期とでメリハリを付けて働く

ことができるよう、月をまたいだ労働時間の調整が可

能となる仕組みの検討が行われていました。 

 

 

 

２．改正後の仕組み 

(１) 概要 

 労働基準法(以下「労基法」)が改正され、清算期

間を  1 か月以内から「  3 か月以内」に延長すると同

時に、割増賃金の支払方法が整備されました。 

① 清算期間の上限の延長 

 清算期間を最長 3 か月に延長し、より柔軟な働き方

を可能とするのが狙いです。 

 厚生労働省が示している【例】(下図参照)では、清

算期間を 3 か月と定め、「 6 ・ 7 ・ 8 月の 3 か月」の区

切りとしています。この場合、「 6 ・ 7 ・ 8 月の 3 か月」

の中で労働時間の調整が可能となり、 3 か月平均で法

定労働時間の枠内に収まれば、まず、 6 月の時間外労

働は発生しません。また、 6 月に多く働いた分を 8 月

の不足分に充当するため、欠勤控除も発生しません。

厚生労働省は、子育て中の親が 8 月の労働時間を短く

することで、夏休み中の子どもと過ごす時間を確保し

やすくなる、と説明しています。 

 

 

 

 

  

  

 

  割増賃金の支払いが必要な時間外労働の時間数 

        ＝ 清算期間における法定労働時間の総枠(※)を超えて   

労働した時間 

 ※ 法定労働時間の総枠＝40時間×清算期間の暦日数÷7日 

       この時間について、1 か月ごとに割増賃金を算定し支払う 

【 例 ： 清算期間 3 か月とし、「6・7・8月の 3 か月」の中で労働時間調整を可能とする 】 

● 清算期間の区切り方 

 社員が労働時間の調整をするにあたり、繁忙月

を初月に持ってくるほうがやりやすいでしょう。

例えば、3月や12月が繁忙月であれば、「3･4･5月」

「12･1･2月」という設定です。 

 対象労働者のニーズや過去の労働時間の傾向に

合わせた設定を検討しましょう。 

     実務目線から・・・ 

 清算期間を 3 か月とすれば・・・ 

  ① 割増賃金を支払う必要がなくなる 

  ② 6 月に働いた時間分は、8 月に働かなくても 

  欠勤扱いとならない 
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② 改正労基法における要件 

 改正される労基法では、 1 か月を超えるフレックス

タイム制度を利用する場合の要件を次のように定めて

います。 

 

 清算期間を最長 3 か月に延長することにより、清算

期間内の働き方によっては、各月における労働時間に

長短の幅が大きくなることがあります。 1 か月の労働

時間が長くなり過ぎると、労働者の健康を害するリス

クが出てきます。上記の要件のうち、④はこのような

対象労働者の過重労働を防止する観点から設けられた

ものです。 

  1 か月を超えるフレックスタイム制を採用する場

合、区分期間ごとに平均して 1 週間当たりの労働時間

が50時間を超えていないか確認が必要となります。そ

して、 1 週平均50時間を超えた場合は、超えた部分に

ついて、清算期間の終了時を待たずに、当該月におい

て割増賃金を支払わなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) その他 

 ① 清算期間中に入退社した労働者の時間外手当 

  1 か月を超えるフレックスタイム制を導入している

事業場で、対象労働者が清算期間の途中で入社、あ

るいは退社した場合は、清算期間内での調整はでき

ません。その労働者の労働した期間を平均し、週40

時間を超えているかいないかで時間外労働を判断し

ます。 

 ② 完全週休 2 日制の下での法定労働時間の計算方法 

 完全週休  2 日制の事業場において、労使協定によ

り、所定労働日数に 8 時間を乗じた時間数を法定労

働時間の総枠にできることが法制化されました。 

 ③ 通達より 

 ・ 1 か月を超えるフレックスタイム制の場合、労働

者が自らの労働時間数を把握しにくくなることが

懸念されるため、使用者は、労働者の各月の労働

時間数の実績を通知することが望ましい。 

 ・ 1 週間当たり40時間を超えて労働させた場合にお

いて、その超えた時間がひと月当たり80時間を超

えるなどの一定の要件を満たした場合は、医師に

よる面接指導を実施しなければならない。 

    

   

  

 

 

① 就業規則等でフレックスタイム制をとることを定めること 

② 労使協定を締結し、労基署へ届け出ること 

③ 清算期間を平均し 1 週間当たりの労働時間が40時間を超え

ないこと 

④ 区分期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超え

ないこと   

 ※ 区分期間とは、清算期間が  1 か月を超える場合におい

て、清算期間の開始日以降、1 か月ごとに区分けした期間の

こと。区分期間において 1 週平均50時間を超えた場合は、当

該月において割増賃金の支払いが必要となる。 

・ 1 週平均50時間は、完全週休  2 日制の場

合、1日当たり  2 時間相当の時間外労働の水準

です。ひと月で見ると、月45時間弱の時間外労

働となります。 

・ これまで通りの清算期間を  1 か月以内とす

るフレックスタイム制の場合は、労使協定を届

け出る必要もありません。 

・ 1 か月を超える清算期間を導入した場合、遵

守すべき法令の増加に伴う事務手続きの増加が

見込まれます。 

 →  長時間労働が慢性化している事業場で  1 

か月を超えるフレックスタイム制を採用する

と、給与計算が複雑になる恐れがあります。 

 １か月を超えるフレックスタイム制の良さを

発揮させるためには、各人別の労働時間の実績

を日々管理することができる労務管理システム

ソフトの導入が望まれます。実績を見ながら、

各人が労働時間を管理し、業務配分を行ってい

く自律性を身につけていくことが、スムーズな

運用には必要でしょう。 

 制度の円滑な運用のためには労働者の理解が不可欠

です。実施にあたっては、事前に、対象労働者へ研修

を行う必要があります。特に始業・終業時刻を労働者

に委ねる関係上、会社が労働時間をコントロールする

ことが難しいという問題があるため、労働時間の教育

が必須となるでしょう。 

     実務目線から・・・ 

     実務目線から・・・ 
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労務管理情報 

外国籍従業員の社会保険の注意点は？ 加入を拒否されたら？ 

 今回は、外国籍の従業員の健康保険・厚生年金保険(以下、合わせて「社会保険」)の手続きに関して、実務上の

注意点等を取り上げていきます。なお、社会保険への加入要件や、資格取得の申請に必要な情報や書類も、日本国

籍の従業員と同じです。 

１．申請時の氏名、住所等の情報について 

 2018年 3 月より、日本年金機構で本格的に個人番号

が導入されました。これに伴い、社会保険の加入手続

きにおいては個人番号もしくは基礎年金番号の記載が

なければ受け付けてもらえないようになりました。 

 合わせて、社会保険の取得届、喪失届に記載する情

報は、住民票の記載通りに記入することが求められる

ようになっています。 

 また、個人番号の導入に伴い、「ローマ字氏名届」

の提出が省略できるようになりました。これは住基

データで確認ができるようになったためです。 

２．海外在住の家族を扶養にする手続きについて  

 家族の範囲や生計維持要件、収入要件を満たしてい

れば、海外に住んでいる家族を健康保険の扶養家族に

することが可能です。 

 協会けんぽの場合、日本年金機構のホームページか

ら「被扶養者 現況申立書」をダウンロードして、被

保険者となる従業員が扶養にしたい家族の状況を記入

します。 

 記入箇所のうち、「被保険者との続柄(①)」「収入の

有無(②)」「仕送り状況・仕送方法・仕送頻度(③)」

については、要件を満たすことを証明する書類の添付

が必要です。なお、日本語でない書類については、翻

訳者の署名がされた和訳の添付も必要となります。 

● 添付する証明書類 (①と②については下表も参照) 

 ① 被保険者との続柄 

  被保険者との続柄が確認できる公的証明書または

それに準ずる書類  

 ② 収入の有無 

   収入がある場合は、公的機関または勤務先などか

ら発行された収入証明書。収入がない場合は、それ

を証明する公的証明書またはそれに準ずる書類 

  ③ 仕送り状況・仕送方法・仕送頻度 

   被扶養者に対する被保険者からの送金事実と仕送

り額の確認のため、金融機関発行の振込依頼書また

は振込先の通帳の写し 

  ※手渡しによる送金は認められません。  

 

 

 

  

 身分関係を確認する書類の例 収入を確認する書類の例 

中 国 

・ 親族関係証書 (続柄など) 

・ 住民戸籍簿 (住所) 

   ただし自治体により対応が異なる可能性あり 

・ 勤務先から発行された収入証明書 

・ ない場合は、自治体発行の無収入証明書 

   ただし自治体により対応が異なる可能性あり 

韓 国 

・ 家族関係証明書 (日本の戸籍謄本にあたるもの) 

・ 婚姻証明書 (配偶者の場合) 

・ 出生証明書 (親子関係の場合) 

・ 勤務先から発行された収入証明書 

・ ない場合は、管轄税務署発行の無所得証明書 

ベトナム 

・ 日本の戸籍謄本にあたるもの 

・ 婚姻証明書 (配偶者の場合) 

・ 出生証明書 (親子関係の場合) 

・ 勤務先から発行された収入証明書 

・ 無収入の証明については決まったものがないが、自治体の窓口 

などで個別対応の可能性あり 

【 「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」に関するQ＆Aより  添付書類の例 】 

☞  https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3264&dataType=1&pageNo=1 

  ※ 被扶養者の認定は、保険者（協会けんぽや健康保険組合）によって取扱いが異なることがあります。海外在住の家族を扶養に

入れる手続きにあたっては、事前に確認をすることが必須です。 
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３．社会保険の加入を拒否された場合  

 日本の法律では、要件に該当すれば、国籍に関係な

く社会保険の加入義務があるので、外国籍という理由

で加入を免れることはできません。しかし、このよう

な強制加入の社会保険制度がない国もあり、外国籍の

従業員から社会保険に加入したくないと言われること

もあり得ます。 

(１) まずは、加入のメリットを説明しましょう 

 社会保険に加入することのメリットを説明し、納得

して加入してもらうことが望ましいでしょう。 

 たとえば、20l7年から年金加入資格期間が10年以上

あれば老齢年金が受けられるようになったため、外国

籍であっても日本の老齢年金が受けられる可能性が広

がりました。受給資格を得られれば、海外で日本の年

金を受給することもできます。また、社会保障協定締

結国であれば、国によっては日本の年金加入期間と母

国の年金加入期間の通算ができ、両方の年金が受給で

きることもあります。また、老齢年金を受給しない場

合であっても、脱退一時金(★)の請求により払った年

金保険料の一部は戻ってきます。 

 

★ 脱退一時金について 

 ① 概要 

  日本国籍を有しない者が、日本に滞在し、日本国内の会

社で厚生年金に 6 か月以上加入した場合、出国後 2 年以内

に請求することにより支払われる一時金のことです。ただ

し、年金の受給資格期間がl0年以上ある( ＝老齢年金の受

給権がある)場合は、脱退一時金の請求はできません。 

  なお、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金の計算の前

提となった期間(日本の会社で働いた期間)は、厚生年金制

度に加入していた期間ではなくなります。もしも、将来的 

 

に再び日本で生活する予定がある場合や、社会保障協定の

年金通算制度により母国の年金加入期間と通算できる場合

などは、脱退一時金を請求せずに、日本の老齢年金の受給

権が得られる可能性を残しておいたほうがよいこともあり

ます。 

   脱退一時金を受け取った場合と受け取らない場合の比較

は母国の年金事情等も合わせて検討が必要なので、選択は

本人に任せ、会社としては制度の説明をしっかりとするよ

うにしてください。 
 

② 技能実習生の脱退一時金 

 第3号技能実習生（日本の滞在期間5年）となる予定の技

能実習生については、技能実習2号終了後と技能実習3号終

了後の2回、脱退一時金を請求できます。厚生年金の脱退一

時金を計算する際の被保険者期間月数の上限は36か月（3

年）のため、技能実習3号終了後に1回請求するよりも、技

能実習2号終了後と3号終了後の2回請求するほうが脱退一時

金の総額は多くなります。 

(２) それでも拒否されたら・・・ 

 社会保険の加入義務が生じない範囲の労働時間に収

めることを検討せざる得ないこともあります。 

 また、社会保険料の個人負担分を会社が負担する

ケースもあります。ただし、社会保険料の個人負担分

を「社会保険手当」等の項目で支給する場合は、この

手当も所得税や社会保険料の対象となります。よっ

て、手取り額の保証をする場合は、差引支給額から支

給額を逆算する方法(グロスアップ計算)をする必要が

あります。 

   

  配偶者控除および配偶者特別控除が改正となり、平成30年分の年末調整はかなり複雑になります。特に、新

たに大幅変更となった「給与所得者の配偶者控除等申告書」については、記載内容が複雑で、従業員の所得と

従業員の配偶者の所得によって、様々なパターンがあるものとなっています。そのため、国税庁では、6 パ

ターンに分けて記載例の掲載しています。 

☞ https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm 

   また、「配偶者控除等の見直しに関するFAQ」も更新されています。 

☞ http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf 

 大きく変更した制度ですので、目を通しておくとよいかもしれません。 

年末調整の準備は進んでいますか？ 

  日本年機構は、外国籍従業員の登録を厳しくみているようで

す。また、調査時に社会保険未加入についての指摘を受ける可

能性は高いと言えます。場合によっては、遡って資格取得手続き

をすることが必要となり、保険料を徴収されることもあります。 
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相談室≪人事労務管理≫   

障害者雇用の対象者の確認は何で行えばよいのですか？ 
    

 中央省庁が障害者の雇用数を水増ししていた問題には驚かされましたね。民間企業には障害者

雇用義務があって、履行しない場合にはハローワークから行政指導を受けたり、また、障害者雇

用納付金制度(※)もありますよね。弊社も、障害者を雇い入れるための職場環境を整えたり、社

員教育をしたりと、工夫を重ねていますよ。 

 

 

 

 

 

 

  
  

 まったく、その通りですね。 

 今年の 4 月に法定雇用率が2.2％に引き上げられ、このことに伴い、障害者を雇用しなけれ

ばならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わりました。ま

た、2021年 4 月までには更に0.1％引き上げられ2.3％になることが決まっています。 

 企業のなかには、多様な働き方を推進しようと努力しながら意識変化をしている企業もあり

ます。 

 このようななかで明らかになった国の実態は、大きな衝撃となりましたね。 

 

 報道よると、「障害者の範囲や確認方法を恣意的に解釈」し、本来障害者にカウントできな

い職員を不正に算入し、法定雇用率を水増ししたということですね。ところで、法律が求める

障害者の要件というのは、どのようなものなのでしょうか。私の理解では、手帳を持っている

かどうかということだったのですが・・・。 

 

 そうですね、おおむねその理解で問題ないでしょう。あまりない機会ですので、障害者雇用

促進法における障害者について確認をしましょうか。 

 まずこの法における障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他

の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活

を営むことが著しく困難な者」とされています。 

 続いて、障害の種別に、定義と確認方法について説明します。 

社労士 

※ 障害者雇用納付金制度とは 

 障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要

となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主

の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的とした

制度です。   

  ① 法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金（不足1人当

たり月額5万円）を徴収。 

  ② この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金（超過1人当たり月額2万7千円）

や、報奨金（超過1人当たり月額2万1千円）を支給。 

  ③ 障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なく

される場合に、その費用に対し助成金を支給。 

人事課長 

人事課長 

社労士 
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 なるほど、わかりました。ところで、自閉症やアスペルガー症候群といった発達障害者(※)につ

いてはどのようになっているのですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発達障害者ということだけですと、雇用義務の対象には含まれないので、実雇用率に算定するこ

とができません。ですが、他の障害が認定されて、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳を持ってい

れば障害者雇用の対象に含めることができます。 

 

 そうなのですね。となると、障害者として雇用する際には、応募時に手帳を持っているかどうか

を把握し、障害者雇用率の算定対象となることを確認することが大切ということですね。 

 今後、中央省庁が法定雇用率達成に向けて障害者採用に積極的に動くと、障害者雇用ニーズがさ

らに高まっていきますね。 

 弊社では、引き続き、障害者の雇用と活用に向けて、検討を重ねていきます。 

   

身体障害者  

 「身体障害者障害程度等級表（身体障害者福祉法施行規則別表第5号）」の 1 級～ 6 級の

障害を有する者、7 級の障害を 2 つ以上重複している者。 

 ※ 障害の種類  

    視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、 

     肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸 

     機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害 

  地方自治体から身体障害者手帳の交付を受けているかどうかによって行う。 

知的障害者   児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害

者職業センター（以下、「知的障害者判定機関」)によって知的障害があると判定された者。 

  地方自治体から交付される療育手帳又は知的障害者判定機関の判定書によって行う。 

 次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にある者。 

1) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（精神保健福祉法第45条第2項） 

2) 統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっている者 

  なお、1)に該当する者を雇用しているときは、各企業の雇用率(実雇用率)に算定できる

こととなります。障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の算定においても同様

の取扱いです。 

  地方自治体から交付される精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかどうかによる

ほか、医師の診断書、意見書等により確認を行う。 

精神障害者 

  確認方法      

  確認方法 

  確認方法 

社労士 

人事課長 

※ 発達障害者害とは  

   次の障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者。（発達障害者支援法第2条第2項） 

   ・  自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害 

   ・  学習障害 

   ・  注意欠陥多動性障害 

   ・  その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定

めるもの 

人事課長 

社労士 
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じっくり解説！ 

職場のパワハラ防止③ どのような行動がパワハラですか？ 

 「職場のパワハラ防止」シリーズの３回目となります。前号では、「職場のパワハラの６つの行為

類型」のうち、① 暴行・傷害(身体的な攻撃)、② 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻

撃）、③ 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)について、具体的な行為例をを取り上げま

した。今号では、残りの３つの行為類型を取り上げていきます。 

☞ https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/ 

  

 6 つの行為類型のうち、職場のパワハラ 3 要素を満た

すものが職場のパワハラとなります。よって、 6 つの行

為類型に該当していても、職場のパワハラの 3 要素のい

ずれかを欠く場合は職場のパワハラに該当しない場合が

あるということになります。 

  

 

 

厚生労働省の平成30年 3 月の報告書では、職場のパ

ワハラ 3 要素を満たすと考えられる例として、『上司が

部下に対して、長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過

酷な環境下、かつ業務に直接関係のない作業を命ず

る』が挙げられています。 

 一人ひとりの業務量は会社やその部署、担当によっ

ても異なるので、単に仕事の量が多いというだけでは

パワハラとは言えませんが、例えば、業務上の些細な

ミスについて見せしめ的・懲罰的に就業規則の書き写

しや始末書の提出を求めたり、能力や経験を超える無

理な指示で他の社員よりも著しく多い業務量を課した

りすることは、過大な要求型のパワハラに該当するこ

とがあります。 

 また、最近では、上司から違法行為を指示されたこ

とにより精神的苦痛を負ったと従業員が主張してくる

ことがあります。違法行為を業務として強制させられた

という場合も、このパワハラ類型に該当するでしょう。 

 高い目標を掲げて実現への努力を求めた業務命令を

出す場合は、特に、当該従業員を選んだ理由や業務の

目的、会社の想いを説明し理解させることが重要で

しょう。もしも、遂行不可能と認識したうえで命令を

出し、遂行できなかった際に制裁や不利益を与えるこ

とを目的としていた場合はパワハラに該当する可能性

が高くなります。 

 

  

 報告書では、職場のパワハラ 3 要素を満たすと考え

られる例として、『上司が管理職である部下を退職さ

せるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる』が挙げ

られていました。ただし、「管理職である部下を退職

させるため」という限定がなくとも、退職勧奨に応じ

なかった従業員に対して行ったその後の配転命令が、

誰でも遂行可能な簡単な業務であったり、肉体労働を

強いるものであったりする場合には、同様に問題にな

ると考えられます。 

１．確認しましょう 

 

①   暴行・傷害（身体的な攻撃） 

②   脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言（精神的な攻撃） 

③   隔離・仲間外し・無視（人間関係からの切り離し） 

④   業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕
事の妨害（過大な要求） 

⑤   業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い
仕事を命じることや仕事を与えないこと（過小な要求） 

⑥   私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害） 

職場のパワハラの６つの行動類型 

２．業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの

強制、仕事の妨害（過大な要求） 

 

(１)  優越的な関係に基づいて（優位性を背景に）行われること 

(２)  業務の適正な範囲を超えて行われること 

(３)  身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、 または就業環

境を害すること 

職場のパワハラの３要素 

３．業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた

程度の低い仕事を命じることや仕事を与えない

こと（過小な要求） 
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 このようなケースにおいて職場のパワハラに該当

するか否かは、「配転命令」として説明できるか否か

ということになるでしょう。適法な配転命令かどう

かの判断要素は、(ⅰ)業務上の必要性の有無、(ⅱ)労

働者に対して、通常甘受すべき程度を著しく超える

不利益を負わせるものであるか否か、(ⅲ)不当な動

機、目的の有無、の  3 点です。これにより濫用的な

ものではなく、適法な配転命令と判断できれば、職

場のパワハラに該当しない可能性が高いでしょう。 

 補足となりますが、退職勧奨をする場合におい

て、退職勧奨の結果次第では業務上の必要性からの

配置転換があり得るのであれば、そのこともきちん

と伝えたうえで、退職勧奨に応じるか否かを検討し

てもらうほうがよいでしょう。こうすることによっ

て、退職勧奨後の配置転換が、退職勧奨拒否による

ものという不当な動機・目的であると勘繰られるリ

スクは軽減されます。 

 一方、職場のパワハラ3要素を満たさないと考えら

れる例としては、「経営上の理由により、一時的に、

能力に見合わない簡易な業務に就かせる」が挙げら

れています。 

 実務的には、経営上の理由でなく、従業員側の勤

務態度や職務遂行能力に問題があって、簡易な業務

やこれまでと全く異なる業務に就かせることを検討

せざるを得ないこともあります。例えば、取引先か

らのクレームが多く取引先に関連する業務は任せら

れない、注意指導を重ねても勤務態度が改まらず同

僚とトラブルを起こすためにどの部署も受け入れた

がらないといったとき、規模が大きくない会社では

配置転換にも限界があり、給与は下げなくとも、簡

易な業務しかさせられなくなってしまうケースで

す。このようなときは、簡易な業務をやってもらう

ことになった経緯や、業務の目的と必要性、合わせ

て、状況を見ながら簡易な業務から通常業務へ戻す

措置についてきちんと説明をしていけば、職場のパ

ワハラには該当しないと考えられます。 
   

  報告書では、職場のパワハラ  3 要素を満たすと考

えられる例として『思想・信条を理由とし、集団で

同僚一人に対して、職場内外で継続的に監視した

り、他の社員に接触しないよう働きかけたり、私物

の写真撮影をしたりする 』が挙げられていました。

また、満たさないと考えられる例としては、「社員へ

の配慮を目的として、社員の家族の状況等について

ヒアリングを行う」が挙がっています。 

 この類型で重要なことは、社員とのコミュニケー

ションや配慮と私的なことへの過度な介入との線引

きにあります。 

 例えば、家族や交際相手の悪口を繰り返し言うこ

とや、上司という優位性を利用して休みの予定やプ

ライベートのことを執拗に聞くということは過度な

介入に該当する可能性が高いでしょう。これらは、

特定の個人への非難であったり、自分本位の興味を

満足させるためのものであり、受け手には精神的苦

痛となります。一方、業務上必要で休暇の予定を確

認することや、日頃から良好な関係である上司が日

常会話として部下とのコミュニケーションや配慮を

目的とした質問を投げかけることは、過度な介入と

はならないでしょう。これは、受け手側が、相手の

ことばに対し、精神的苦痛も敵対的な感情も持たな

いからです。 

 このように、この類型では、発言する側の発言内

容の意図と、受け手側がその発言をどのように捉え

たかがポイントとなります。プライベートに関わる

問いかけの際は、「この状況で、自分がこの質問をし

たら、相手はどのように思うのか」ということを意

識するようにするとよいでしょう。 

４．私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害） 

  前号と今号で、職場のパワハラの６つの行動類型につい

て解説をしました。 

 どのようなことが「業務の適正な範囲」を超えるパワハ

ラなのかについては、業種や企業文化の影響を受けます。

各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にし、各企

業に合ったパワハラ防止策を検討していきましょう。 


